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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自モジュールを所有するユーザを通信網上で一意に特定する識別子と当該ユーザの所有
するコンテンツを当該ユーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶する情報記憶
モジュールと、
　コンテンツを記憶すると共に、前記情報記憶モジュールを着脱自在に構成され、自装置
に記憶しているコンテンツのうち、装着されている前記情報記憶モジュールに権限情報が
記憶されていないコンテンツの使用を不能にする通信端末装置と、
　ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶し、使用
を不能にしようとするコンテンツについての前記対応情報を自装置から削除すると共に、
当該コンテンツについての権限情報を装着している情報記憶モジュールから削除するよう
に前記通信端末装置を制御する管理装置と
　を有する通信システム。
【請求項２】
　前記管理装置は、使用を不能にしようとするコンテンツを削除することを前記通信端末
装置へ要求し、
　前記通信端末装置は、コンテンツを所有するユーザの識別子に対応付けてコンテンツを
記憶し、前記管理装置から削除することを要求されたコンテンツを装着している情報記憶
モジュールに記憶されている識別子と同一の識別子と対応付けて記憶している場合にのみ
、当該コンテンツを削除する。
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　ことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記通信端末装置は、コンテンツを所有するユーザの識別子に対応付けてコンテンツを
記憶し、前記情報記憶モジュールを装着されたときに、当該情報記憶モジュールに記憶さ
れている識別子と同一の識別子と対応付けて記憶しているコンテンツのうち、権限情報が
当該情報記憶モジュールに記憶されていないコンテンツを削除する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記管理装置は、使用を不能にしようとするコンテンツを所有しているユーザの識別子
を記憶している情報記憶モジュールと通信可能であるか否かを判定し、通信可能でないと
判定した場合には、当該情報記憶モジュールとの通信が可能になったときに、使用を不能
にするコンテンツについての権限情報を当該情報記憶モジュールから削除するように前記
通信端末装置を制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　自モジュールを所有するユーザを通信網上で一意に特定する識別子と当該ユーザの所有
するコンテンツを当該ユーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶する情報記憶
モジュールと、
　コンテンツを記憶すると共に、前記情報記憶モジュールを着脱自在に構成され、自装置
に記憶しているコンテンツのうち、装着されている前記情報記憶モジュールに権限情報が
記憶されていないコンテンツの使用を不能にする通信端末装置と、
　ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶し、使用
を不能にしようとするコンテンツについての前記対応情報を自装置から削除すると共に、
当該コンテンツについての権限情報を削除するように前記通信端末装置に装着されている
前記情報記憶モジュールを制御する管理装置と
　を有する通信システム。
【請求項６】
　ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する管理
装置と、
　通信網上でユーザを一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユ
ーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶する情報記憶モジュールと、
　前記情報記憶モジュールを着脱自在に構成されると共に、コンテンツを記憶する通信端
末装置であって、自装置に記憶しているコンテンツのうち、装着されている前記情報記憶
モジュールに権限情報が記憶されていないコンテンツの使用を不能にすると共に、継続使
用しないコンテンツをユーザに指定させ、ユーザにより継続使用しないことを指定された
コンテンツについての権限情報を装着している前記情報記憶モジュールから削除すると共
に、当該コンテンツについての対応情報を削除するように前記管理装置を制御する通信端
末装置と
　を有する通信システム。
【請求項７】
　前記通信端末は、コンテンツを継続使用しないユーザと自装置に装着している情報記憶
モジュールに記憶されている識別子で特定されるユーザとが一致するか否かを判定し、両
者が一致すると判定した場合にのみ、装着している前記情報記憶モジュールから当該コン
テンツについての権限情報を削除すると共に、当該コンテンツについての対応情報を削除
するように前記管理装置を制御する
　ことを特徴とする請求項６に記載の通信システム。
【請求項８】
　ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する管理
装置と、
　ユーザの所有するコンテンツを記憶すると共に、前記管理装置と通信する通信端末装置
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と、
　通信網上でユーザを一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユ
ーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶し、前記通信端末装置を着脱自在に構
成される情報記憶モジュールであって、前記通信端末装置に装着されている場合にのみ、
当該通信端末装置に記憶されているコンテンツのうち、自装置に権限情報が記憶されてい
ないコンテンツを使用不能にすると共に、ユーザに継続使用しないコンテンツを指定させ
、ユーザにより指定されたコンテンツについての権限情報を自モジュールから削除すると
共に、当該コンテンツについての対応情報を削除するように前記管理装置を制御する情報
記憶モジュールと
　を有する通信システム。
【請求項９】
　前記情報記憶モジュールは、コンテンツを継続使用しないことを指示したユーザと自モ
ジュールに記憶している識別子で特定されるユーザとが一致するか否かを判定し、両者が
一致すると判定した場合にのみ、当該コンテンツについての権限情報を削除すると共に、
当該コンテンツについての対応情報を削除するように前記管理装置を制御する
　ことを特徴とする請求項８に記載の通信システム。
【請求項１０】
　ユーザの所有するコンテンツを記憶するための記憶手段と、
　通信網上でユーザを一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユ
ーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶する情報記憶モジュールを着脱自在に
装着するための装着手段と、
　前記記憶手段に記憶されているコンテンツのうち、前記装着手段により装着されている
前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶されていないコンテンツの使用を不能にするた
めの制御手段と、
　ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する管理
装置であって、使用を不能にしようとするコンテンツについての対応情報を削除すると共
に、当該コンテンツについての権限情報を削除することを示す通知を送信する管理装置か
ら送信されてくる前記通知を受信し、前記装着手段により装着されている情報記憶モジュ
ールから当該通知で示される権限情報を削除するための削除手段と
　を有する通信端末装置。
【請求項１１】
　ユーザの所有するコンテンツを記憶するための記憶手段と、
　通信網上でユーザを一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユ
ーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶する情報記憶モジュールを着脱自在に
装着するための装着手段と、
　前記記憶手段に記憶されているコンテンツのうち、前記装着手段により装着されている
前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶されていないコンテンツの使用を不能にするた
めの制御手段と、
　前記装着手段により装着されている前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶されてい
るコンテンツのうち、継続使用しないコンテンツをユーザに指定させ、ユーザにより指定
されたコンテンツについての権限情報を当該情報記憶モジュールから削除する共に、ユー
ザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する管理装置に
、継続使用しないことを指定されたコンテンツについての対応情報を削除させるように当
該管理装置を制御するための削除手段と
　を有する通信端末装置。
【請求項１２】
　通信網上でユーザを一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユ
ーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶するための記憶手段と、
　ユーザの所有するコンテンツを記憶する通信端末装置であって、ユーザと当該ユーザの
所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する管理装置と通信する通信端末
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装置に自モジュールを着脱自在に装着させるための装着手段と、
　前記装着手段により装着されている通信端末装置に記憶されているコンテンツのうち、
前記記憶手段に権限情報が記憶されていないコンテンツの使用を不能にするための制御手
段と、
　前記管理装置で使用を不能にするコンテンツについての対応情報が削除されたときに、
当該管理装置から送信されてくる当該コンテンツについての権限情報を削除することを示
す通知を、前記装着手段により装着されている通信端末装置を介して受信し、当該通知で
示される権限情報を前記記憶手段から削除するための削除手段と
　を有する情報記憶モジュール。
【請求項１３】
　通信網上でユーザを一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユ
ーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶するための記憶手段と、
　ユーザの所有するコンテンツを記憶する通信端末装置であって、ユーザと当該ユーザの
所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する管理装置と通信する通信端末
装置に自モジュールを着脱自在に装着させるための装着手段と、
　前記装着手段により装着されている前記通信端末装置に記憶されているコンテンツのう
ち、前記記憶手段に権限情報が記憶されていないコンテンツの使用を不能にするための制
御手段と、
　前記記憶手段に権限情報が記憶されているコンテンツのうち、継続使用しないコンテン
ツをユーザに指定させ、指定されたコンテンツについての権限情報を前記記憶手段から削
除すると共に、前記装着手段により装着されている前記通信端末装置を介して当該コンテ
ンツについての対応情報を削除するように前記管理装置を制御するための削除手段と
　を有する情報記憶モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末装置に記憶されたコンテンツの使用を制限する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット上のＷＷＷ（World Wide Web）サーバからプログラムや音声情報
や画像情報等（このようなプログラムや音声情報や画像情報を以下では、単に、「コンテ
ンツ」とする）を取得し記憶する機能（以下、「ブラウザ機能」とする）を有する携帯電
話機が一般に普及している。このようなブラウザ機能を有する携帯電話機を用いることに
より、ユーザは各自のニーズに応じたコンテンツを取得し、取得したコンテンツを携帯電
話機に記憶させることにより、コンテンツを所有することができる。そして、ユーザは各
自の所有するコンテンツを使用すること、すなわち、所有しているプログラムを携帯電話
機に実行させることや、所有している音声情報に応じた音声を携帯電話機に奏でさせるこ
とおよび所有している画像情報に応じた画像を携帯電話機に表示させること等ができる。
【０００３】
　ユーザの携帯電話機と通信網を介して通信可能な管理装置にユーザが所有しているコン
テンツと同一のコンテンツを記憶させ、管理装置に記憶されているコンテンツの更新に同
期させて、ユーザが所有しているコンテンツを更新することも提案されている。その一例
が、特許文献１に開示されている技術である。この技術では、上述の管理装置にユーザの
電話番号を格納した送信先登録テーブルを記憶させておき、管理装置は、自装置に記憶し
ているコンテンツが更新されると、送信先登録テーブルに格納されている電話番号宛にコ
ンテンツの更新を要求するメッセージを送信する。ユーザの携帯電話機が、このメッセー
ジを受信すると、このメッセージの内容に基づいて自機に記憶しているコンテンツを更新
する。このようにして、管理装置に記憶されているコンテンツの更新と携帯電話機に記憶
されているコンテンツの更新とが同期する。
【特許文献１】特開平１１－２５０１７号公報
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【０００４】
　ここで、通信網を介してユーザの携帯電話機と通信可能な管理装置に、ユーザと当該ユ
ーザが所有しているコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶させ、この対応情報が
管理装置から削除されたことに同期させて、当該対応情報で特定されるユーザの所有する
コンテンツのなかから当該対応情報で特定されるコンテンツを削除することにより当該コ
ンテンツを使用不能にすることや、逆に、ユーザが各自の所有しているコンテンツを削除
することに同期させて、当該ユーザと当該コンテンツとの対応関係を示す対応情報を管理
装置に削除させる通信サービスを想定する。
【０００５】
　このような通信サービスを用いると、コンテンツの提供者（Content Provider：以下、
「ＣＰ」とする）は、例えば使用期限の切れたコンテンツや対価が支払われていないコン
テンツ等に対する対応情報を管理装置から削除することにより、これらのコンテンツをユ
ーザが不正に使用することを差し止めることができる。一方、ユーザは各自の所有するコ
ンテンツを削除し、使用不能にすることにより、ＣＰに対してコンテンツを継続使用しな
い旨の意思表示を行うことができ、別途書面等により使用契約を解除する手間を省くこと
ができる。つまり、このような通信サービスを提供することは、ＣＰとユーザの両者にと
って有益なことである。
【０００６】
　ところで、近年、ユーザを通信網上で一意に特定する識別子（例えば、ユーザの電話番
号）を記憶する情報記憶モジュール（User Identity Module：以下、「ＵＩＭ」とする）
と、ＵＩＭを着脱自在に装着する携帯電話機とが提案されている。ユーザは、このような
ＵＩＭを複数の携帯電話機間で差し替えて使用することにより、その時々のニーズに応じ
て異なる携帯電話機を同一の電話番号で使用することができる。例えば、ビジネス用のコ
ンテンツを記憶させた携帯電話機とゲームプログラム等の私用のコンテンツを記憶させた
携帯電話機との間で、自身の電話番号を記憶しているＵＩＭを差し替えることにより、ユ
ーザは勤務時間内とそれ以外の時間とで、同一の電話番号を用いつつ携帯電話機を使い分
けることができる。
【０００７】
　ユーザの電話番号を記憶しているＵＩＭと、ＵＩＭを着脱自在に装着する複数の携帯電
話機とをユーザが使用し、各携帯電話機には夫々の用途に応じたコンテンツが記憶されて
いる場合に、特開平１１－２５０１７号公報に開示されている技術に基づいて上述した通
信サービスを提供しようとすると、ユーザの電話番号を記憶しているＵＩＭが複数の携帯
電話機間で差し替えて使用されることが考慮されていないことに起因する問題が発生して
しまう。
【０００８】
　具体的には、ユーザが自身の電話番号を記憶したＵＩＭを第１の携帯電話機に装着して
第１の携帯電話機に記憶されたコンテンツを不正に使用している場合、管理装置は、この
不正使用を差し止めるために、当該コンテンツの削除を要求するメッセージを当該ユーザ
の電話番号宛で送信する。このメッセージは当該ＵＩＭを装着された携帯電話機（以後、
「第２の携帯電話機」という）により受信されるが、この第２の携帯電話機と第１の携帯
電話機とは必ずしも一致しない。両者が一致しない場合、不正使用されているコンテンツ
は削除されない。このようにＣＰがコンテンツの使用を迅速かつ確実に差し止めることは
できない、という問題が発生してしまう。
【０００９】
　また、上記第２の携帯電話機が上記ユーザの所有物ではなく、かつ当該ユーザが不正使
用しているコンテンツと同一のコンテンツが第２の携帯電話機に記憶されている場合、上
記メッセージを受信した第２の携帯電話機は後者のコンテンツを削除してしまう虞がある
。後者のコンテンツは当該ユーザとは別のユーザの所有物であるから、このような削除は
不適切である。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、ＵＩＭを装着可能な通信端末装
置に記憶されたコンテンツの使用をＣＰが確実に差し止めると共に、係る通信端末装置に
記憶させているコンテンツを継続使用しない旨の意思表示をＣＰに対して簡便に行う技術
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために本発明は、自モジュールを所有するユーザを通信網上で一意
に特定する識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユーザが使用可能であること
を示す権限情報とを記憶する情報記憶モジュールと、コンテンツを記憶すると共に、前記
情報記憶モジュールを着脱自在に構成され、自装置に記憶しているコンテンツのうち、装
着されている前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶されていないコンテンツの使用を
不能にする通信端末装置と、ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示
す対応情報を記憶し、使用を不能にしようとするコンテンツについての前記対応情報を自
装置から削除すると共に、当該コンテンツについての権限情報を装着している情報記憶モ
ジュールから削除するように前記通信端末装置を制御する管理装置とを有する通信システ
ムを提供する。
【００１２】
　また、上記課題を解決するために本発明は、自モジュールを所有するユーザを通信網上
で一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユーザが使用可能であ
ることを示す権限情報とを記憶する情報記憶モジュールと、コンテンツを記憶すると共に
、前記情報記憶モジュールを着脱自在に構成され、自装置に記憶しているコンテンツのう
ち、装着されている前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶されていないコンテンツの
使用を不能にする通信端末装置と、ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関
係を示す対応情報を記憶し、使用不能にしようとするコンテンツについての前記対応情報
を自装置から削除すると共に、当該コンテンツについての権限情報を削除するように前記
通信端末装置に装着されている前記情報記憶モジュールを制御する管理装置とを有する通
信システムを提供する。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために本発明は、ユーザの所有するコンテンツを記憶するた
めの記憶手段と、通信網上でユーザを一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコン
テンツを当該ユーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶する情報記憶モジュー
ルを着脱自在に装着するための装着手段と、前記記憶手段に記憶されているコンテンツの
うち、前記装着手段により装着されている前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶され
ていないコンテンツの使用を不能にするための制御手段と、ユーザと当該ユーザの所有す
るコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する管理装置であって、使用を不能にし
ようとするコンテンツについての対応情報を削除すると共に、当該コンテンツについての
権限情報を削除することを示す通知を送信する管理装置から送信されてくる前記通知を受
信し、前記装着手段により装着されている情報記憶モジュールから当該通知で示される権
限情報を削除するための削除手段とを有する通信端末装置を提供する。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために本発明は、通信網上でユーザを一意に特定する識別子
と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユーザが使用可能であることを示す権限情報と
を記憶するための記憶手段と、ユーザの所有するコンテンツを記憶する通信端末装置であ
って、ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する
管理装置と通信する通信端末装置に自モジュールを着脱自在に装着させるための装着手段
と、前記装着手段により装着されている通信端末装置に記憶されているコンテンツのうち
、前記記憶手段に権限情報が記憶されていないコンテンツの使用を不能にするための制御
手段と、前記管理装置で使用を不能にするコンテンツについての対応情報が削除されたと
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きに、当該管理装置から送信されてくる当該コンテンツについての権限情報を削除するこ
とを示す通知を、前記装着手段により装着されている通信端末装置を介して受信し、当該
通知で示される権限情報を前記記憶手段から削除するための削除手段とを有する情報記憶
モジュールを提供する。
【００１５】
　このような通信システム、通信端末装置および情報記憶モジュールを用いると、使用を
不能にするコンテンツについての対応情報が管理装置から削除されると、当該コンテンツ
についての権限情報が情報記憶モジュールから削除される。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために本発明は、ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツ
との対応関係を示す対応情報を記憶する管理装置と、通信網上でユーザを一意に特定する
識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユーザが使用可能であることを示す権限
情報とを記憶する情報記憶モジュールと、前記情報記憶モジュールを着脱自在に構成され
ると共に、コンテンツを記憶する通信端末装置であって、自装置に記憶しているコンテン
ツのうち、装着されている前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶されていないコンテ
ンツの使用を不能にすると共に、継続使用しないコンテンツをユーザに指定させ、ユーザ
により継続使用しないことを指定されたコンテンツについての権限情報を装着している前
記情報記憶モジュールから削除すると共に、当該コンテンツについての対応情報を削除す
るように前記管理装置を制御する通信端末装置とを有する通信システムを提供する。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために本発明は、ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツ
との対応関係を示す対応情報を記憶する管理装置と、ユーザの所有するコンテンツを記憶
すると共に、前記管理装置と通信する通信端末装置と、通信網上でユーザを一意に特定す
る識別子と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユーザが使用可能であることを示す権
限情報とを記憶し、前記通信端末装置を着脱自在に構成される情報記憶モジュールであっ
て、前記通信端末装置に装着されている場合にのみ、当該通信端末装置に記憶されている
コンテンツのうち、自装置に権限情報が記憶されていないコンテンツを使用不能すると共
に、ユーザに継続使用しないコンテンツを指定させ、ユーザにより指定されたコンテンツ
についての権限情報を自モジュールから削除すると共に、当該コンテンツについての対応
情報を削除するように前記管理装置を制御する情報記憶モジュールとを有する通信システ
ムを提供する。
【００１８】
　また、上記課題を解決するために本発明は、ユーザの所有するコンテンツを記憶するた
めの記憶手段と、通信網上でユーザを一意に特定する識別子と当該ユーザの所有するコン
テンツを当該ユーザが使用可能であることを示す権限情報とを記憶する情報記憶モジュー
ルを着脱自在に装着するための装着手段と、前記記憶手段に記憶されているコンテンツの
うち、前記装着手段により装着されている前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶され
ていないコンテンツの使用を不能にするための制御手段と、前記装着手段により装着され
ている前記情報記憶モジュールに権限情報が記憶されているコンテンツのうち、継続使用
しないコンテンツをユーザに指定させ、ユーザにより指定されたコンテンツについての権
限情報を当該情報記憶モジュールから削除する共に、ユーザと当該ユーザの所有するコン
テンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する管理装置に、継続使用しないことを指定さ
れたコンテンツについての対応情報を削除させるように当該管理装置を制御するための削
除手段とを有する通信端末装置を提供する。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために本発明は、通信網上でユーザを一意に特定する識別子
と当該ユーザの所有するコンテンツを当該ユーザが使用可能であることを示す権限情報と
を記憶するための記憶手段と、ユーザの所有するコンテンツを記憶する通信端末装置であ
って、ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応関係を示す対応情報を記憶する
管理装置と通信する通信端末装置に自モジュールを着脱自在に装着させるための装着手段
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と、前記装着手段により装着されている前記通信端末装置に記憶されているコンテンツの
うち、前記記憶手段に権限情報が記憶されていないコンテンツの使用を不能にするための
制御手段と、前記記憶手段に権限情報が記憶されているコンテンツのうち、継続使用しな
いコンテンツをユーザに指定させ、指定されたコンテンツについての権限情報を前記記憶
手段から削除すると共に、前記装着手段により装着されている前記通信端末装置を介して
当該コンテンツについての対応情報を削除するように前記管理装置を制御するための削除
手段とを有する情報記憶モジュールを提供する。
【００２０】
　このような通信システム、通信端末装置および情報記憶モジュールを用いると、継続使
用しないコンテンツについての権限情報が情報記憶モジュールから削除されると、当該コ
ンテンツについての対応情報が管理装置から削除される。
【発明の効果】
【００２１】
　上述したように、本発明によれば、ユーザと当該ユーザの所有するコンテンツとの対応
関係を示す対応情報を管理装置から削除すると、当該ユーザの所有するＵＩＭから当該コ
ンテンツについての権限情報が削除され、当該コンテンツが使用不能にされるので、ＣＰ
はユーザの不正なコンテンツの使用を確実に差し止めることができるといった効果を奏す
る。
【００２２】
　また、上述したように、本発明によれば、ユーザが各自の所有するコンテンツを使用不
能にすると、当該コンテンツと当該ユーザとの対応関係を示す対応情報が管理装置から削
減されるので、ユーザはＣＰに対してコンテンツを継続使用しない旨の意思表示を迅速に
行え、別途紙面により使用契約を解除する等の手間を省くことができるといった効果を奏
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明に係る通信システムの実施形態について説明する。
　（１：第１実施形態）
　（１－１：システム構成）
　図１は本発明の第１実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。詳細は後述
するが、この図に示す通信システムは、通信端末装置（以下、「ＤＴＥ」とする）１１と
、ＤＴＥ１１に着脱自在に装着されるＵＩＭ１２と、ＵＩＭ１２を装着している状態のＤ
ＴＥ１１を収容する通信網１３と、ＵＩＭ１２を装着している状態のＤＴＥ１１と通信網
１３を介して通信する管理装置１４とを有している。
【００２４】
　ＵＩＭ１２は、例えばＩＣカードなどであり、図２に示すように、当該ＵＩＭ１２を所
有するユーザの電話番号と後述する権限情報テーブルとを記憶している。ＤＴＥ１１は、
例えば、ブラウザ機能付き携帯電話機であり、上述したＵＩＭ１２を着脱自在に装着する
ことができる。ＵＩＭ１２を装着している状態のＤＴＥ１１は通信網１３に収容され、こ
の通信網１３を介して、このＵＩＭ１２に記憶されている電話番号宛に送信されてくる情
報を受信することができる。
【００２５】
　自身の所有するＵＩＭ１２をＤＴＥ１１に装着しているユーザはＤＴＥ１１を用いてＷ
ＷＷサーバ（図示省略）から各自の所望するアプリケーションプログラム（以下、「ＡＰ
」とする）をダウンロードすることができる。ユーザがＡＰのダウンロードを行うと、Ｄ
ＴＥ１１は、図２に示すように、装着しているＵＩＭ１２に記憶されている電話番号と対
応づけてダウンロードしたＡＰを記憶する。一方、ＵＩＭ１２の権限情報テーブルには、
ＤＴＥ１１に記憶されたＡＰの名称（以下、「ＡＰ名」とする）とＵＩＭ１２を所有して
いるユーザが当該ＡＰを使用可能であることを示す権限フラグ（当該フラグの値が“１”
ならば使用可能、“０”ならば使用不能）とが対応付けられて格納される（以下、互いに
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対応付けられたＡＰ名と権限フラグとを「権限情報」とする）。自身の所有するＵＩＭ１
２をＤＴＥ１１に装着しているユーザは、ＤＴＥ１１に記憶されているＡＰのうち、自身
の電話番号に対応づけられているＡＰであって、当該ＡＰを使用可能であることを示す権
限情報がＵＩＭ１２に記憶されているＡＰのみを使用することができる。なお、図１には
一組のＤＴＥ１１とＵＩＭ１２とが例示されているが、実際には、複数組のＤＴＥ１１と
ＵＩＭ１２とが存在する。
【００２６】
　通信網１３は、詳細な図示は省略するが、基地局と、交換局と、ゲートウェイ装置（以
下、「ＧＷ」とする）とを有している。基地局は一定の間隔毎に地上に配置され、自局を
中心とする一定の範囲内（例えば、半径５００ｍ等の範囲内）にあるＵＩＭ１２を装着し
ているＤＴＥ１１を収容し、このＤＴＥ１１との間で無線通信を行うものである。交換局
は複数の基地局を収容するものであり、各基地局に収容されているＤＴＥ１１から送信さ
れてきたパケットを受け付けると共に、受け付けたパケットを他の交換局および自局の支
配下の基地局の少なくとも一方を介して当該パケットの宛先である通信アドレスへ中継す
るものである。また、交換局はＵＩＭ１２を装着しているＤＴＥ１１とＧＷとの間のパケ
ットの送受信も中継する。ＧＷは通信網１３とインターネット（図示省略）とを相互接続
するためのコンピュータ装置であり、通信網１３における通信プロトコルと他の通信網に
おける通信プロトコルとの相互変換を行うものである。
【００２７】
　管理装置１４は、例えば、上述したＧＷに接続されたコンピュータ装置であり、図２に
示すように、ユーザの電話番号と当該ユーザの所有するＡＰのＡＰ名とを対応付けて格納
する対応情報テーブルを記憶している。以下では、互いに対応付けられたユーザの電話番
号とＡＰ名とを対応情報とする。
【００２８】
　図１に示す通信システムでは、ＡＰを使用不能にするユーザと使用不能にするＡＰのＡ
Ｐ名とが管理装置１４へ指示されると、管理装置１４は当該ＡＰ名と当該ユーザの電話番
号とを内包している対応情報を上述した対応情報テーブルから削除すると共に、通信網１
３を介して当該ユーザの電話番号宛に当該ＡＰに対する権限情報の削除を要求するメッセ
ージを送信する。このメッセージは当該ユーザの電話番号を記憶しているＵＩＭ１２を装
着しているＤＴＥ１１へ到達し、このメッセージを受信したＤＴＥ１１はＵＩＭ１２から
当該ＡＰに対する権限情報を削除することにより、当該ＡＰを使用不能にしている。そし
て、ＤＴＥ１１は管理装置１４から権限情報の削除を要求されたＡＰを自装置に記憶して
いる場合には、更に、当該ＡＰを削除する。
【００２９】
　（１－２：ＤＴＥ１１の構成および機能）
　図３はＤＴＥ１１のハードウェア構成の一例を示すブロック図であり、この図に示され
るように、ＤＴＥ１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３１と、通信部３２と、
揮発性記憶部３３と、不揮発性記憶部３４と、操作部３５と、表示部３６と、外部接続イ
ンターフェイス部３７と、これら各要素間のデータ授受を仲介するバス３８とを有してい
る。
【００３０】
　ＣＰＵ３１は、詳細は後述するが、不揮発性記憶部３４に記憶されているソフトウェア
を実行することにより、ＤＴＥ１１の各部を制御するものである。通信部３２は通信網１
３の基地局（図示省略）と無線通信を行うためのアンテナ等を備えており、ＣＰＵ３１か
ら供給された情報を通信網１３へ送出するとともに、通信網１３から受信した情報をＣＰ
Ｕ３１へ渡すものである。
【００３１】
　操作部３５は、例えばテンキーやカーソルキーなどの操作子を備えており、ユーザの操
作内容に応じた情報をＣＰＵ３１に渡すものである。表示部３６は、例えば液晶ディスプ
レイであり、ＣＰＵ３１から供給された画像情報に応じた画像を表示するものである。外
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部接続インターフェイス部３７はＵＩＭ１２を接続するためのものであり、この外部接続
インターフェイス部３７を介して、ＤＴＥ１１からＵＩＭ１２へ電力が供給されると共に
、ＤＴＥ１１とＵＩＭ１２との情報の授受が行われる。
【００３２】
　揮発性記憶部３３は、例えばＲＡＭ（Random Access Memory）であり、ソフトウェアを
実行中のＣＰＵ３１によりワークエリアとして使用される。不揮発性記憶部３４は、例え
ばＥＥＰＲＯＭ（Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory）であ
り、例えばオペレーティングシステム（以下、「ＯＳ」とする）や、ブラウザや、後述す
るＡＰ管理プログラム等のＤＴＥ１１の機能を実現するためのソフトウェアを記憶してい
る。また、不揮発性記憶部３４には、通信網１３を介してＷＷＷサーバからダウンロード
されたＡＰが記憶される。具体的には、図２に示すように、不揮発性記憶部３４の内部は
ユーザの電話番号毎に異なる記憶領域が設けられており、各ユーザ毎に異なる記憶領域に
ダウンロードされたＡＰが記憶される。
【００３３】
　次に、ＣＰＵ３１が不揮発性記憶部３４に記憶されているソフトウェアを実行すること
によりＤＴＥ１１に付与される機能について説明する。ユーザにより電源ボタン（図示省
略）が押下されると、ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１は、まず、ＯＳを不揮発性記憶部３４から
読み出し、これを起動する。ＯＳの起動を完了し、ＯＳを実行中のＣＰＵ３１は、ＤＴＥ
１１の各部を制御することができる。また、ＯＳの起動を完了すると、ＣＰＵ３１は、即
座に、ＡＰ管理プログラムを不揮発性記憶部３４から読み出し実行する。
【００３４】
　ＡＰ管理プログラムを実行中のＣＰＵ３１には、本発明に係るＤＴＥ１１に特徴的な機
能が付与される。本発明に係るＤＴＥ１１に特徴的な機能とは、管理装置１４から送信さ
れくるメッセージを受信し、このメッセージで削除を要求された権限情報をＵＩＭ１２に
削除させる共に、このメッセージで削除を要求された権限情報に対応するＡＰを自装置に
記憶している場合にのみ当該ＡＰを上記記憶領域から削除する機能である。
【００３５】
　（１－３：ＵＩＭ１２の構成および機能）
　次に、ＵＩＭ１２の構成および機能について説明する。ＵＩＭ１２のハードウェア構成
が、図３に示したＤＴＥ１１のハードウェア構成と異なっている点は、通信部３２と操作
部３５と表示部３６とを有していない点のみである。このＵＩＭ１２を所有するユーザは
ＵＩＭ１２の外部接続インターフェイス部３７をＤＴＥ１１の外部接続インターフェイス
部３７に接続することによりＤＴＥ１１に各自の所有するＵＩＭ１２を装着することがで
きる。
【００３６】
　次に、ＵＩＭ１２のソフトウェア構成について説明する。ＵＩＭ１２のソフトウェア構
成がＤＴＥ１１のソフトウェア構成と異なっている点は、上述したＡＰ管理プログラムに
替えて権限情報削除プログラムが不揮発性記憶部３４に記憶されている点と、図２に示す
ように、上述したＡＰに替えて、ＵＩＭ１２を所有するユーザの電話番号と上述した権限
情報テーブルとが不揮発性記憶部３４に記憶されている点とである。
【００３７】
　次に、ＵＩＭ１２のＣＰＵ３１がＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３４に記憶されているソ
フトウェアを実行することにより、ＵＩＭ１２に付与される機能について説明する。ＵＩ
Ｍ１２を装着しているＤＴＥ１１の電源が投入されると、ＵＩＭ１２のＣＰＵ３１は外部
接続インターフェイス部３７を介してＤＴＥ１１から電力の供給を受ける。電力の供給を
受けるとＵＩＭ１２のＣＰＵ３１はＯＳを不揮発性記憶部３４から読み出し、これを起動
する。ＯＳの起動を完了し、ＯＳを実行中のＣＰＵ３１はＵＩＭ１２の各部を制御するこ
とができる。また、ＯＳの起動を完了すると、ＣＰＵ３１は、即座に、権限情報削除プロ
グラムを不揮発性記憶部３４から読み出し、これを実行する。権限情報削除プログラムを
実行中のＣＰＵ３１は外部接続インターフェイス部３７を介してＤＴＥ１１のＣＰＵ３１
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から権限情報の削除を指示されると、削除を指示された権限情報を上述した権限情報テー
ブルから削除する。
【００３８】
　（１－４：管理装置１４の構成および機能）
　管理装置１４のハードウェア構成は、基本的にはＤＴＥ１１のハードウェア構成と略同
一である。ただし、不揮発性記憶部３４がＥＥＰＲＯＭではなくハードディスクで構成さ
れている点と、外部接続インターフェイス部３７がＵＩＭ１２を接続するためのものでは
なく、補助記憶装置を接続するためのものである点とがＤＴＥ１１のハードウェア構成と
異なっている。なお、補助記憶装置とは、例えばＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk-Read Only
 Memory）等のコンピュータ装置読み取り可能な記録媒体に記録されている情報を当該記
録媒体から読み取り、読み取った情報を外部接続インターフェイス部３７を介して管理装
置１４のＣＰＵ３１に渡すものである。
【００３９】
　次に、管理装置１４のソフトウェア構成について説明する。管理装置１４のソフトウェ
ア構成がＤＴＥ１１のソフトウェア構成と異なっている点は、ＡＰ管理プログラムに替え
て対応情報管理プログラムが不揮発性記憶部３４に記憶されている点と、上述したＡＰに
替えて対応情報テーブル（図２参照）が不揮発性記憶部３４に記憶されている点のみであ
る。
【００４０】
　次に、ＣＰＵ３１が不揮発性記憶部３４に記憶されているソフトウェアを実行すること
により、管理装置１４に付与される機能について説明する。管理者により管理装置１４の
電源（図示省略）が投入されると、ＣＰＵ３１は不揮発性記憶部３４からＯＳを読み出し
、これを実行する。ＯＳを実行中のＣＰＵ３１は管理装置１４の各部を制御すること、複
数のプログラムを並列に実行することができる。また、ＯＳを実行中のＣＰＵ３１は、管
理者により上述した対応情報管理プログラムの実行を指示されると、当該対応情報管理プ
ログラムを不揮発性記憶部３４から読み出し、これを実行する。
【００４１】
　対応情報管理プログラムを実行中のＣＰＵ３１は、ＡＰを使用不能にするユーザの電話
番号と、使用不能にするＡＰのＡＰ名とを、管理者に入力させるためのユーザインターフ
ェイスを提供する。そして、当該ユーザインターフェイスを介して管理者により入力され
た電話番号とＡＰ名とを受け取ったＣＰＵ３１は当該電話番号とＡＰ名とを内包している
対応情報を対応情報テーブルから削除すると共に、当該ＡＰに対する権限情報の削除を要
求するメッセージを当該電話番号宛に送信する。
【００４２】
　（１－５：動作例）
　次に、図１に示す通信システムにおいて、ユーザの所有するＡＰを使用不能にする動作
の流れを図４に示すシーケンスフローチャートを参照しつつ説明する。なお、本動作の前
提として、ＤＴＥ１１には、図２に示すように四個のＡＰが記憶されているものとする。
より詳細に説明すると、ＤＴＥ１１の不揮発性記憶部３４には、電話番号が“090XXXXXXX
X”であるユーザ（以下、「ユーザＸ」とする）が所有する２つのＡＰ（“ＡＰ１”、“
ＡＰ２”）と、電話番号が“090YYYYYYYY”であるユーザ（以下、「ユーザＹ」とする）
が所有する２つのＡＰ（“ＡＰ３”、“ＡＰ４”）とが夫々異なる記憶領域に記憶されて
いる。また、図２に示すように、ＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３４には、ユーザＸの電話
番号とユーザＸの所有するＡＰに対する権限情報を格納している権限情報テーブルとが記
憶されている。本動作例では、このＵＩＭ１２が上述のＤＴＥ１１に装着されているもの
とする。また、図２に示すような５つの対応情報を格納している対応情報テーブルが管理
装置１４の不揮発性記憶部３４に記憶されているものとする。より詳細に説明すると、管
理装置１４の不揮発性記憶部３４に記憶されている対応情報テーブルには、ユーザＸの所
有する３つのＡＰに関する対応情報と、ユーザＹの所有する２つのＡＰに関する対応情報
とが格納されているものとする。そして、ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１は上述したＡＰ管理プ
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ログラムを実行中であり、ＵＩＭ１２のＣＰＵ３１は権限情報削除プログラムを実行中で
あるとする。
【００４３】
　（１－５－１：動作例１）
　管理装置１４のＣＰＵは、管理者に対応情報管理プログラムの実行を指示されると、不
揮発性記憶部３４から対応情報管理プログラムを読み出し、このプログラムを実行する。
対応情報管理プログラムを実行中のＣＰＵ３１は、まず、対応情報テーブル（図２参照）
から全ての対応情報を読み出し、これら対応情報の内容に応じた管理画面（図５照）を管
理装置１４の表示部３６に表示させる（図４：ステップＳＡ１）。具体的には、ＣＰＵ３
１は、対応情報に含まれる電話番号とＡＰ名とを夫々、領域５１と領域５２とに設定した
状態の管理画面を表示部３６に表示させる。
【００４４】
　図５に示す管理画面を視認した管理者は操作部３５を操作して各種入力操作を行うこと
ができる。具体的には、管理者は、ＡＰを使用不能にするユーザの電話番号と使用不能に
するＡＰのＡＰ名とをカーソルキーを操作して選択すること（以下「選択操作」とする）
、使用不能ボタンＢ１を押下すること（以下、「使用不能操作」とする）、終了ボタンＢ
２を押下すること（以下、「終了操作」とする）等ができる。
【００４５】
　一方、図５に示す管理画面を表示部３６に表示させている状態のＣＰＵ３１は管理者の
操作内容に応じた情報を操作部３５から受け取り（図４：ステップＳＡ２）、この情報に
基づいて管理者の操作内容の判定を行う（図４：ステップＳＡ３）。すなわち、ＣＰＵ３
１は管理者の操作内容が選択操作であるか、使用不能操作であるか、終了操作であるかの
判定を行う。選択操作である場合には、ＣＰＵ３１は管理者により選択された電話番号と
ＡＰ名とを反転表示させ、管理者の次の入力操作を待ち受ける。終了操作である場合には
、ＣＰＵ３１は表示部３６から管理画面を消去し、対応情報管理プログラムの実行を終了
する。使用不能操作である場合には、ＣＰＵ３１はステップＳＡ４以降の処理を行う。本
動作例では、ユーザＸの電話番号とユーザＸの所有するＡＰ１とが管理者により選択され
、使用不能ボタンＢ１が押下されたものとする。
【００４６】
　上述したステップＳＡ３で使用不能操作であると判定した場合には、ＣＰＵ３１は、管
理画面（図５参照）にて選択された電話番号とＡＰ名とを含む対応情報を対応情報テーブ
ルから削除する（図４：ステップＳＡ４）。そして、ＣＰＵ３１は当該ＡＰ名（ＡＰ１）
に対する権限情報の削除を要求するメッセージ４１を生成し、このメッセージ４１を管理
画面（図５参照）にて選択された電話番号（090XXXXXXXX）宛に送信する（図４：ステッ
プＳＡ５）。なお、メッセージ４１には、権限情報を削除するＡＰのＡＰ名が内包されて
いる。
【００４７】
　ステップＳＡ５にて管理装置１４から送信されたメッセージ４１は、通信網１３のＧＷ
、交換局、基地局（いずれも図示省略）を順に介して、ユーザＸの電話番号を記憶してい
るＵＩＭ１２を装着しているＤＴＥ１１に到達する。
【００４８】
　ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１は、通信部３２を介してメッセージ４１を受信（図４：ステッ
プＳＡ６）し、メッセージ４１で削除を要求された権限情報（ＡＰ１に対する権限情報）
の削除をＵＩＭ１２のＣＰＵ３１へ要求する（図４：ステップＳＡ７）。ＵＩＭ１２のＣ
ＰＵ３１は当該要求に応じてＡＰ１に対する権限情報を権限情報テーブルから削除する。
【００４９】
　次に、ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１は、ステップＳＡ７で権限情報を削除したＡＰを自装置
に記憶しているか否かを判定する（図４：ステップＳＡ８）。具体的には、ＣＰＵ３１は
メッセージ４１に内包されているＡＰ名と同一のＡＰ名を有するＡＰであって、ＵＩＭ１
２に記憶されている電話番号と同一の電話番号に対応付けられて不揮発性記憶部３４に記
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憶されているＡＰがあるか否かを判定し、該当するＡＰがあると判定した場合にのみ、ス
テップＳＡ７で権限情報を削除したＡＰを自装置に記憶していると判定する。
【００５０】
　ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１は、上述のステップＳＡ７で権限情報を削除したＡＰを自装置
に記憶していると判定した場合にのみ、当該ＡＰを不揮発性記憶部３４から削除する（図
４：ステップＳＡ９）。本動作例では、ＤＴＥ１１にはＡＰ１が記憶されており、かつ、
このＡＰ１にはユーザＸの電話番号が対応づけられているため（図２参照）、上述したス
テップＳＡ９が行われ、ＡＰ１が不揮発性記憶部３４から削除される。
【００５１】
　以下、ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１はユーザによりＡＰ管理プログラムの終了を指示された
か否かを判定し（図４：ステップＳＡ１０）、終了を指示されていない場合には、ＣＰＵ
３１は管理装置１４から送信されてくるメッセージ４１の受信を待ち受け、逆に、終了を
指示された場合には、ＡＰ管理プログラムの実行を終了する。
【００５２】
　以上の動作により、ＤＴＥ１１、ＵＩＭ１２および管理装置１４の各装置の不揮発性記
憶部３４の記憶内容は図６に示す状態となる。この図に示されるように、管理装置１４の
不揮発性記憶部３４に記憶されている対応情報テーブルからは、ユーザＸの電話番号とＡ
Ｐ１とを含む対応情報が削除され、ＤＴＥ１１の不揮発性記憶部３４からはＡＰ１が削除
され、ＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３４に記憶されている権限情報テーブルからはＡＰ１
に対する権限情報が削除されている。このように、ユーザＸが所有していたＡＰ１はＤＴ
Ｅ１１から削除されたために、もはや、ユーザＸはＡＰ１を使用することができなくなる
。
【００５３】
　（１－５－２：動作例２）
　次に、上述した動作例１と同一の前提のもとに、管理装置１４においてユーザＸの所有
するＡＰ４を使用不能にすることが指示された場合の動作例について説明する。
【００５４】
　管理者により対応情報管理プログラムの起動を指示されたＣＰＵ３１が管理画面（図５
参照）を表示部３６に表示させることから、当該管理者の指示に応じてメッセージ４１を
送信するまでの管理装置１４の動作は、上述した動作例１における管理装置１４のステッ
プＳＡ１からステップＳＡ５までの動作と同一である。なお、本動作例においては管理画
面（図５参照）で、管理者によりユーザＸの電話番号とユーザＸの所有するＡＰ４とが選
択され、使用不能ボタンＢ１が押下されたことのみが、上述した動作例１と異なっている
。
【００５５】
　ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１が、通信部３２を介してメッセージ４１を受信し、メッセージ
４１で削除を要求された権限情報をＵＩＭ１２から削除し、権限情報を削除したＡＰを自
装置に記憶しているか否かを判定するまでのＣＰＵ３１の動作は、上述した動作例１にお
けるＤＴＥ１１のＣＰＵ３１のステップＳＡ６からステップＳＡ８までの動作と同一であ
る。しかし、図２に示すように、ＤＴＥ１１の不揮発性記憶部３４に記憶されているＡＰ
４に対応付けられている電話番号はユーザＹの電話番号であるから、上述のステップＳＡ
８においてＣＰＵ３１は権限情報を削除したＡＰを自装置に記憶していないと判定し、上
述したステップＳＡ９を行わない。以下、ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１はＡＰ管理プログラム
の終了を指示されたか否かを判定し、終了を指示されていない場合には管理装置１４から
送信されてくるメッセージ４１の受信を待ち受ける。
【００５６】
　以上の動作により、ＤＴＥ１１、ＵＩＭ１２および管理装置１４の各装置の不揮発性記
憶部３４の記憶内容は、図７に示す状態となる。この図に示されるように、管理装置１４
の不揮発性記憶部３４に記憶されている対応情報テーブルからは、ユーザＸの電話番号と
ＡＰ４とを含む対応情報が削除され、ＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３４に記憶されている
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権限情報テーブルからは、ＡＰ４に対する権限情報が削除されている。このように、ユー
ザＸの所有するＵＩＭ１２からはＡＰ４に関する権限情報が削除されたために、このＵＩ
Ｍ１２をＡＰ４を記憶している他の通信端末装置に差し替えたとしても、ＵＩＭ１２には
ＡＰ４に対する権限情報が記憶されていないから、ユーザＸはＡＰ４を使用することがで
きない。一方、ＤＴＥ１１に記憶されていたユーザＹの所有するＡＰ４は本動作により削
除されないので、ユーザＹは引き続き当該ＡＰ４を使用することができる。
【００５７】
　（１－６：第１実施形態の効果）
　上述したように、本第１実施形態によれば、ユーザと当該ユーザの所有するＡＰとの対
応関係を示す対応情報を管理装置１４から削除すると、当該ユーザの所有するＵＩＭ１２
から当該ＡＰについての権限情報が削除され、当該ＡＰが使用不能にされるので、ＣＰは
ユーザの不正なＡＰの使用を確実に差し止めることができるといった効果を奏する。
【００５８】
　権限情報を削除されたＡＰは、もはや使用不能であるが、本第１実施形態によれば、権
限情報を削除されたＡＰもＤＴＥ１１の不揮発性記憶部３４から削除される。このように
、権限情報を削除されたＡＰをＤＴＥ１１から削除することにより、使用不能なＡＰが不
揮発性記憶部３４に記憶されたままになるといった記憶領域の無駄遣いが回避されるとい
った効果も奏する。
【００５９】
　（２：第２実施形態）
　次いで、本発明の第２実施形態について図面を参照しつつ説明する。
【００６０】
　（２－１：全体構成）
　図８は本発明の第２実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。この図に示
す通信システムの全体構成が、上述した第１実施形態に係る通信システムの全体構成（図
１参照）と異なっている点は、ＤＴＥ１１に替えてＤＴＥ８１を設けた点と、管理装置１
４に替えて管理装置８４を設けた点のみである。
【００６１】
　図８に示す通信システムでは、ＤＴＥ８１は、継続使用しないＡＰをユーザに指示され
ると、当該ＡＰに対する権限情報をＵＩＭ１２から削除すると共に、当該ＡＰを自装置に
記憶しているか否かを判定し、当該ＡＰを自装置に記憶していると判定した場合にのみ、
当該ＡＰを削除する。そして、ＤＴＥ８１は当該ＡＰと当該ＡＰを所有するユーザとの対
応関係を示す対応情報を削除することを管理装置８４に要求し、管理装置８４に当該対応
情報を削除させる。
【００６２】
　（２－２：ＤＴＥ８１の構成および機能）
　ＤＴＥ８１が上述したＤＴＥ１１と異なっている点は、不揮発性記憶部３４に記憶され
ているＡＰ管理プログラムがＤＴＥ１１の不揮発性記憶部３４に記憶されているＡＰ管理
プログラムと異なっている点のみである。ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１は、操作部３５を介し
てユーザによりＡＰ管理プログラムの実行を指示されると、このＡＰ管理プログラムを不
揮発性記憶部３４から読み出し、実行する。以下では、このＡＰ管理プログラムを実行す
ることにより、ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１に付与される機能について説明する。
【００６３】
　ＡＰ管理プログラムを実行中のＣＰＵ３１には、継続使用しないＡＰをユーザに指定さ
せ、指定されたＡＰについての権限情報を削除すると共に、当該ＡＰについての対応情報
を管理装置８４に削除させる機能が付与される。具体的には、ＡＰ管理プログラムの実行
を指示されると、ＣＰＵ３１は、まず、図９に示す管理画面を表示部３６に表示させる。
図９に示す管理画面の領域９１には、ＤＴＥ８１に装着されているＵＩＭ１２に記憶され
ている権限情報に内包されているＡＰ名が表示される。図９に示す管理画面において、継
続使用しないＡＰのＡＰ名が選択され、使用不能ボタンＢ１が押下されると、ＣＰＵ３１
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は、当該ＡＰに対する権限情報をＵＩＭ１２から削除すると共に、当該ＡＰを自装置に記
憶している場合にのみ、当該ＡＰを削除する。そして、ＣＰＵ３１は、当該ＡＰのＡＰ名
とＵＩＭ１２に記憶されている電話番号とを内包している対応情報を削除することを要求
するメッセージを管理装置８４へ送信する。
【００６４】
　（２－３：管理装置８４の構成および機能）
　管理装置８４が上述した管理装置１４と異なっている点は、不揮発性記憶部３４に記憶
されている対応情報管理プログラムが管理装置１４の不揮発性記憶部３４に記憶されてい
る対応情報管理プログラムと異なっている点のみである。管理装置８４のＣＰＵ３１は、
ＯＳの起動を完了すると即座に、この対応情報管理プログラムを不揮発性記憶部３４から
読み出し、実行する。
【００６５】
　対応情報管理プログラムを実行中のＣＰＵ３１には、通信網１３を介してＤＴＥ８１か
ら送信されてきたメッセージを受信し、このメッセージで示される対応情報を対応情報テ
ーブルから削除する機能が付与される。
【００６６】
　（２－４：動作例）
　次いで、本第２実施形態の動作について説明する。
　図８に示す通信システムにおいて、ＤＴＥ８１において、継続使用しないＡＰをユーザ
に指定された場合の動作を図１０に示すシーケンスフローチャートを参照しつつ説明する
。なお、本動作の前提は上述した第１実施形態における動作例の前提と同一である。すな
わち、ＤＴＥ８１の不揮発性記憶部３４に記憶されているＡＰは、ＤＴＥ１１の不揮発性
記憶部３４に記憶されているＡＰと同一であり、管理装置８４の不揮発性記憶部３４に記
憶されている対応情報テーブルの内容は、管理装置１４の不揮発性記憶部３４に記憶され
ている対応情報テーブルの内容と同一であり、夫々、図２に示す状態であるとする。
【００６７】
　（２－４－１：動作例３）
　ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１は、ユーザにＡＰ管理プログラムの実行を指示されると、不揮
発性記憶部３４からＡＰ管理プログラムを読み出して、これを実行する。ＡＰ管理プログ
ラムを実行中のＣＰＵ３１は、まず、ＵＩＭ１２に記憶されている権限情報テーブルに格
納されている権限情報を全て読み出し、各権限情報に内包されているＡＰ名を取得し、こ
れらのＡＰ名を領域９１に設定した状態の管理画面（図９参照）を表示部３６に表示させ
る（図１０：ステップＳＢ１）。
【００６８】
　図９に示す管理画面を視認したユーザは操作部３５を操作して各種入力操作を行うこと
ができる。一方、図９に示す管理画面を表示部３６に表示させている状態のＣＰＵ３１は
ユーザの操作内容に応じた情報を操作部３５から受け取り（図１０：ステップＳＢ２）、
この情報に基づいてユーザの操作内容の判定を行う（図１０：ステップＳＢ３）。ユーザ
の操作内容が選択操作である場合には、ＣＰＵ３１はユーザにより選択されたＡＰ名を反
転表示させ、ユーザの次の入力操作を待ち受ける。ユーザの操作内容が終了操作である場
合には、ＣＰＵ３１はＡＰ管理プログラムの実行を終了する。ユーザの操作内容が使用不
能操作である場合には、ＣＰＵ３１はステップＳＢ４以降の処理を行う。なお、本動作例
では、ユーザによりＡＰ１が選択され、使用不能ボタンＢ１が押下されたものとする。
【００６９】
　上述したステップＳＢ３でユーザの操作内容が使用不能操作であると判定した場合には
、ＣＰＵ３１は上述した管理画面（図９参照）にて選択されたＡＰ名で示されるＡＰにつ
いての権限情報の削除をＵＩＭ１２のＣＰＵ３１に要求（図１０：ステップＳＢ４）し、
ＵＩＭ１２のＣＰＵ３１に権限情報テーブルから当該権限情報を削除させる。
【００７０】
　次に、ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１は、ステップＳＢ４で権限情報を削除したＡＰを自装置
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に記憶しているか否かを判定する（図１０：ステップＳＢ５）。具体的には、ＣＰＵ３１
は管理画面（図９参照）で、ユーザに選択されたＡＰ名と同一のＡＰ名を有するＡＰであ
って、ＵＩＭ１２に記憶されている電話番号と同一の電話番号に対応付けられているＡＰ
を不揮発性記憶部３４に記憶しているか否かを判定する。
【００７１】
　そして、ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１は、上述したステップＳＢ４で権限情報を削除したＡ
Ｐを自装置に記憶していると判定した場合にのみ、当該ＡＰを不揮発性記憶部３４から削
除する（図１０：ステップＳＢ６）。本動作例では、ＤＴＥ８１の不揮発性記憶部３４に
記憶されているＡＰ１に対応付けられている電話番号はユーザＸの電話番号であるから、
上述したステップＳＢ６が行われ、ＡＰ１がＤＴＥ８１の不揮発性記憶部３４から削除さ
れる。
【００７２】
　次に、ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１は、ユーザにより継続使用しないことを指示されたＡＰ
についての対応情報を削除することを要求するメッセージ１０１を生成し、このメッセー
ジ１０１を通信網１３を介して管理装置８４へ送信する（図１０：ステップＳＢ７）。な
お、このメッセージ１０１には、ユーザにより継続使用しないことを指示されたＡＰのＡ
Ｐ名と、ＤＴＥ８１に装着されているＵＩＭ１２に記憶されている電話番号とが内包され
ている。
【００７３】
　ステップＳＢ７にてＤＴＥ８１から送信されたメッセージ１０１は、通信網１３の基地
局、交換局、ＧＷ（いずれも図示省略）を順に介して、当該通信網１３に接続された管理
装置８４に到達する。
【００７４】
　対応情報管理プログラムを実行中の管理装置８４のＣＰＵ３１は、通信部３２を介して
メッセージ１０１を受信し（図１０：ステップＳＢ８）、このメッセージ１０１で削除を
要求された対応情報を対応情報テーブルから削除する（図１０：ステップＳＢ９）。そし
て、管理装置８４のＣＰＵ３１は管理者により対応情報管理プログラムの終了を指示され
たか否かを判定し（図１０：ステップＳＢ１０）、終了を指示された場合には、対応情報
管理プログラムの実行を終了し、逆に、終了を指示されていない場合には、ＤＴＥ８１か
ら送信されてくるメッセージ１０１の受信を待ち受ける。以上の動作により、ＤＴＥ８１
、ＵＩＭ１２、管理装置８４の各装置の不揮発性記憶部３４の記憶内容は、図６に示す状
態となる。
【００７５】
　（２－４－２：動作例４）
　次に、上述した動作例３と同一の前提のもとに、ユーザにＡＰ４を継続使用しないこと
を指示された場合の動作例について説明する。ユーザによりＡＰ管理プログラムの起動を
指示されたＤＴＥ８１のＣＰＵ３１が、管理画面（図９参照）を表示部３６に表示させる
ことから、ユーザにより継続使用しないことを指示されたＡＰについての権限情報をＵＩ
Ｍ１２から削除すると共に、当該ＡＰを自装置に記憶しているか否かを判定するまで動作
は、上述した動作例３におけるＤＴＥ８１のＣＰＵ３１のステップＳＢ１からステップＳ
Ｂ５までの動作と同一である。ただし、本動作例においては管理画面（図９参照）にて、
ＡＰ４を使用不能にすることが指示された点のみが上述した動作例３と異なっている。
【００７６】
　図２に示すように、ＤＴＥ８１の不揮発性記憶部３４に記憶されているＡＰ４に対応付
けられている電話番号はユーザＹの電話番号であるから、ステップＳＢ５において、ＣＰ
Ｕ３１は該当するＡＰを自装置に記憶していないと判定し、上述したステップＳＢ６を行
わない。以下、ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１と、管理装置８４のＣＰＵ３１とは上述した動作
例３におけるステップＳＢ７～ステップＳＢ１０と同一の動作を行い、本動作例における
動作を完了する。以上の動作により、ＤＴＥ８１、ＵＩＭ１２、管理装置８４の各装置の
不揮発性記憶部３４の記憶内容は、図７に示す状態となる。
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【００７７】
　（２－５：第２実施形態の効果）
　上述したように、本第２実施形態によれば、ユーザがＤＴＥ８１で各自の所有するＡＰ
を使用不能にすると、当該ＡＰと当該ユーザとの対応関係を示す対応情報が管理装置８４
から削減されるので、ユーザはＣＰに対してＡＰを継続使用しない旨の意思表示を迅速に
行え、別途紙面により使用契約を解除する等の手間を省くことができるといった効果を奏
する。
【００７８】
　また、本第２実施形態においても、権限情報を削除され使用不能にされたＡＰがＤＴＥ
８１の不揮発性記憶部３４から削除されるために、記憶領域の無駄遣いが回避されるとい
った効果も奏する。
【００７９】
　（３：変形例）
　以上、本発明の第１および第２実施形態について説明したが、係る実施形態に以下に述
べるような変形を加えても良いことは勿論である。
【００８０】
　（３－１：変形例１）
　上述した第１および第２実施形態では、通信端末装置に記憶させるコンテンツとしてＡ
Ｐが例示されているが、係るコンテンツはＡＰに限定されるものではなく、着信メロディ
を通信端末装置に奏でさせるための音声情報や、待ち受け画像を通信端末装置に表示させ
るための画像情報であっても良い。
【００８１】
　（３－２：変形例２）
　上述した第１実施形態および第２実施形態では、不揮発性記憶部３４を有効利用するた
めに、権限情報を削除されたＡＰを不揮発性記憶部３４から削除する場合について説明し
たが、権限情報を削除されたＡＰの削除は必ずしも必要ではなく、権限情報の削除のみで
も良い。
【００８２】
　また、上述した第１実施形態および第２実施形態では、ＵＩＭ１２から権限情報を削除
する場合について説明したが、権限情報に含まれている権限フラグを、ＡＰを使用不能で
あることを示す値に更新することにより、対応するＡＰを使用不能にするとしても良い。
【００８３】
　（３－３：変形例３）
　上述した第１実施形態では、対応情報管理プログラムを実行中の管理装置１４のＣＰＵ
３１が対応情報の削除（図４：ステップＳＡ４）を行った後、メッセージ４１の送信（図
４：ステップＳＡ５）を無条件で行う場合について説明したが、ＣＰＵ３１に、管理者に
よりＡＰを使用不能にすることを指示されたユーザの電話番号宛にメッセージ４１を送信
できるか否かを判定させ、メッセージ４１を送信できると判定した場合にのみ、メッセー
ジ４１を送信するとしても良い。
【００８４】
　具体的には、図４に示すフローチャートのステップＳＡ４とステップＳＡ５との間で、
管理装置１４のＣＰＵ３１に、メッセージ４１の送信先である電話番号を記憶しているＵ
ＩＭ１２を装着しているＤＴＥ１１が通信網１３に収容されているか否かを判定させる。
そして、当該ＤＴＥ１１が通信網１３に収容されていると判定した場合には、ＣＰＵ３１
は通信網１３を介してメッセージ４１を当該ＤＴＥ１１へ送信する（ステップＳＡ５）。
逆に、当該ＤＴＥ１１が通信網１３に収容されていないと判定した場合には、ＣＰＵ３１
はＤＴＥ１１が通信網１３に収容されるまで当該判定を繰り返し実行する。
【００８５】
　また、上述した第２実施形態では、ＡＰ管理プログラムを実行中のＤＴＥ８１のＣＰＵ
３１が、権限情報を削除（図１０：ステップＳＢ４）や該当するＡＰの削除（図１０：ス



(18) JP 4091908 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

テップＳＢ６）を行った後、メッセージ１０１の送信（図１０：ステップＳＢ７）を無条
件で行う場合について説明したが、当該ＤＴＥ８１と通信網１３の基地局（図示省略）と
が無線通信可能である場合にのみ、当該ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１がメッセージ１０１を通
信網１３の基地局に送信するとしても良い。
【００８６】
　（３－４：変形例４）
　上述した第１実施形態では、対応情報管理プログラムを実行中の管理装置１４のＣＰＵ
３１は、メッセージ４１の送信（図４：ステップＳＡ５）を行うと、即座に、対応情報管
理プログラムの実行を終了する場合について説明したが、当メッセージ４１で使用不能に
することを要求したＡＰに対する権限情報がＵＩＭ１２から削除されたことを確認した後
に対応情報管理プログラムを終了するとしても良い。
【００８７】
　具体的には、ＤＴＥ１１において、ＡＰ管理プログラムを実行中のＣＰＵ３１はメッセ
ージ４１を受信し（図４：ステップＳＡ６）、メッセージ４１で使用不能にすることを要
求されたＡＰについての権限情報を削除（図４：ステップＳＡ７）した後に、権限情報の
削除が完了したことを示す通知を通信網１３を介して管理装置１４に送信する。そして、
対応情報管理プログラムを実行中の管理装置１４のＣＰＵ３１は当該通知を受信した後に
対応情報管理プログラムの実行を終了することで実現可能である。また、対応情報管理プ
ログラムを実行中の管理装置１４のＣＰＵ３１がメッセージ４１を送信した後に所定の時
間が経過しても上述の通知を受信しない場合には、再度、メッセージ４１を送信するとし
ても良い。
【００８８】
　（３－５：変形例５）
　上述した第１実施形態では、ＤＴＥ１１にＵＩＭ１２が予め装着されている場合につい
て説明したが、ＵＩＭ１２をＤＴＥ１１に装着して当該ＤＴＥ１１の電源を投入したとき
に、ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１に、ＵＩＭ１２に記憶されている権限情報とＤＴＥ１１に記
憶されているＡＰとが対応しているか否かを判定させて、対応する権限情報が記憶されて
いないＡＰを不揮発性記憶部３４から削除させるとしも良い。
【００８９】
　具体的には、図１１に処理の流れが示されている不要ＡＰ削除処理をＤＴＥ１１のＣＰ
Ｕ３１に実行させることで実現可能である。図１１に示されるように、ＤＴＥ１１のＣＰ
Ｕ３１はＵＩＭ１２に記憶されている電話番号を取得する（ステップＳＣ１）。
【００９０】
　ＣＰＵ３１はステップＳＣ１で取得した電話番号を対応付けられた記憶領域に記憶され
ているＡＰのＡＰ名を内包している権限情報がＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３４に記憶さ
れているか否かを判定し（ステップＳＣ２）、当該ＡＰ名を内包している権限情報がＵＩ
Ｍ１２の不揮発性記憶部３４に記憶されていない場合にのみ当該ＡＰを不揮発性記憶部３
４から削除する（ステップＳＣ３）。
【００９１】
　次に、ＣＰＵ３１はステップＳＣ１で取得した電話番号を対応付けられた記憶領域に記
憶されている全てのＡＰに対してステップＳＣ２の判定を行ったか否かを判定し（ステッ
プＳＣ４）、全てのＡＰに対して判定を完了した場合には当該プログラムを終了し、判定
を完了していない場合には次のＡＰに対してステップＳＣ２以降の処理を行う。
【００９２】
　上述したように、対応する権限情報がＵＩＭ１２に記憶されていないＡＰを削除するこ
とにより、使用不能なＡＰが削除され、ＤＴＥ１１の不揮発性記憶部３４の記憶領域を効
率的に使用できるといった効果を奏する。なお、上述した不要ＡＰ削除処理をＤＴＥ１１
のＣＰＵ３１に実行させるためのプログラムは、上述したＡＰ管理プログラムとは別個の
プログラムとして不揮発性記憶部３４に記憶されており、ＯＳの起動を完了したＣＰＵ３
１により即座に実行されるものであっても良く。また、上述したステップＳＣ１～ステッ



(19) JP 4091908 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

プＳＣ４はＡＰ削除プログラムのサブルーチンであり、ステップＳＡ６（図４参照）の前
に行われる処理ステップであっても良い。
【００９３】
　また、当該ＡＰ削除処理を上述した第２実施形態に係るＤＴＥ８１のＣＰＵ３１に実行
させても良いことは、勿論である。具体的には、当該不要ＡＰ削除処理プログラムは、上
述したＡＰ管理プログラムとは別個のプログラムとして不揮発性記憶部３４に記憶されて
おり、ＯＳの起動を完了したＣＰＵ３１により即座に実行されるものであっても良く。ま
た、上述したステップＳＣ１～ステップＳＣ４はＡＰ削除プログラムのサブルーチンであ
り、ステップＳＢ１（図９参照）の前に行われる処理ステップであっても良い。
【００９４】
　（３－６：変形例６）
　上述した第１実施形態および第２実施形態では、ＡＰ管理プログラムをＤＴＥ１１やＤ
ＴＥ８１の不揮発性記憶部３４に記憶させておき、ＤＴＥ１１のＣＰＵ３１やＤＴＥ８１
のＣＰＵ３１にＡＰ管理プログラムを実行させる場合について説明したが、これらのＡＰ
管理プログラムをＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３４に記憶させておき、ＵＩＭ１２のＣＰ
Ｕ３１にＡＰ管理プログラムを実行させるとしても良い。
【００９５】
　（３－７：変形例７）
　上述した第１実施形態および第２実施形態では、通信端末装置として情報記憶モジュー
ルを着脱自在に装着可能なブラウザ機能付き携帯電話機を用いる場合について説明したが
、本発明に係る通信端末装置は、係る携帯電話機に限定されるものではなく、例えば、情
報記憶モジュールを装着可能なＰＤＡ（Personal Digital Assistance）であっても良い
。要は、通信機能とプログラム実行機能とを備え、情報記憶モジュールを装着可能な端末
装置であれば良い。
【００９６】
　（３－８：変形例８）
　上述した第２実施形態では、ＤＴＥ８１においてＡＰの削除を行えるユーザを特に制限
しない場合について説明したが、例えばＤＴＥ８１に装着されているＵＩＭ１２の所有者
にのみＡＰの削除を許容するとしても良い。
【００９７】
　具体的には、ＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３４に自モジュールを所有しているユーザに
より設定されたパスワードを記憶させておき、ＤＴＥ８１でＡＰ管理プログラムの実行を
指示されたときには、まず、ＤＴＥ８１のＣＰＵ３１にパスワード入力画面を表示部３６
に表示させ、ユーザにより入力されたパスワードとＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３４に記
憶されているパスワードとが一致した場合にのみ、ＣＰＵ３１は管理画面（図９参照）を
表示部３６に表示させるとしても良い。
【００９８】
　（３－９：変形例９）
　上述した第１実施形態および第２実施形態では、通信端末装置の不揮発性記憶部３４に
ＡＰ管理プログラムを予め記憶させておく場合について説明したが、情報記憶モジュール
を装着可能な一般的な通信端末装置に当該ＡＰ管理プログラムを記憶させることにより、
このような通信端末装置にＤＴＥ１１やＤＴＥ８１と同一の機能を追加しても良い。
【００９９】
　具体的には、管理装置の外部接続インターフェイス部３７に接続された補助記憶装置を
用いて、ＡＰ削除プログラムを記録したコンピュータ装置読み取り可能な記録媒体から当
該プログラムを管理装置に読み取らせて、このプログラムを管理装置の不揮発性記憶部３
４に記憶させる。そして、このプログラムを当該管理装置から通信端末装置にダウンロー
ドして、このプログラムを通信端末装置に記憶させる。
【０１００】
　また、上述した第１実施形態および第２実施形態では、ＵＩＭ１２の不揮発性記憶部３
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４に権限情報削除プログラムを予め記憶させておく場合について説明したが、当該プログ
ラムを記憶していない一般的な情報記憶モジュールに当該プログラムを記憶させることに
より、当該情報記憶モジュールにＵＩＭ１２と同一の機能を追加しても良い。
【０１０１】
　具体的には、一般的な通信端末装置にＡＰ管理プログラムを記憶させる手順と同一の手
順により、当該情報記憶モジュールに権限情報削除プログラムを記憶させることができる
。すなわち、補助記憶装置を用いて権限情報削除プログラムを記録したコンピュータ装置
読み取り可能な記録媒体から当該プログラムを管理装置１４に読み取らせて記憶させ、こ
のプログラムを当該情報記憶モジュールを装着した通信端末装置にダウンロードさせて、
当該プログラムを情報記憶モジュールに記憶させる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明に係る通信システムの第１実施形態の構成例を示す図である。
【図２】同ＤＴＥ１１、ＵＩＭ１２および管理装置１４の記憶内容の一例を示す図である
。
【図３】同システムを構成するＤＴＥ１１の構成例を示すブロック図である。
【図４】同システムで実行されるＡＰ管理動作の流れを示すシーケンスフローチャートで
ある。
【図５】同管理装置１４の表示部３６に表示される管理画面の画面フォーマットの一例を
示す図である。
【図６】同ＤＴＥ１１、ＵＩＭ１２および管理装置１４の記憶内容の一例を示す図である
。
【図７】同ＤＴＥ１１、ＵＩＭ１２および管理装置１４の記憶内容の一例を示す図である
。
【図８】本発明に係る通信システムの第２実施形態の構成例を示す図である。
【図９】同ＤＴＥ８１の表示部３６に表示される管理画面の画面フォーマットの一例を示
す図である。
【図１０】同システムで実行されるＡＰ管理動作の流れを示すシーケンスフローチャート
である。
【図１１】変形例４に係る不要ＡＰ削除処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０３】
１１、８１…ＤＴＥ、１２…ＵＩＭ、１３…通信網、１４、８４…管理装置、３１…ＣＰ
Ｕ、３２…通信部、３３…揮発性記憶部、３４…不揮発性記憶部、３５…操作部、３６…
表示部、３７…外部接続インターフェイス部、３８…バス。
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